
５ 運輸関係 

(8) 航空運送事業等 
規制緩和推進３か年計画（再改定）（平成12 年3月31 日閣議決定）における決定内容 

実 施 予 定 時 期  
事 項 名 

 
措   置   内   容 平成10年

度 
平成 11 年
度 

平成 12 年
度 

 
講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

 
備 考 

⑤混雑空港の発

着枠の配分方
法 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

混雑空港の発着枠の配分（発着枠の回収に伴う再配分を含む。）

について、規制改革についての第２次見解を踏まえ、客観性と透明
性をもった方法で行うこととし、評価項目や数値化手法を含む評価
方式をできるだけ明確かつ具体的に設定する。 

 

 実施 

 12 年３月 
 （羽田空 
 港） 

 

12 年度以 

 降、継続 
 的に逐次 
 実施 

 

○ 

（国土交通省）  

平成16 年2 月より有識者からなる懇談会を開催し、客観
性及び透明性を確保したルールを検討中。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


